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研究成果の概要（和文）：学生支援は、大学教育の基盤を支える手段的なものなのか、学習成果を展望できる目的的な
教育的関与なのか、はたまた、個別の能力に還元できない人間的成長を促す｢場｣の実現なのか、理論的定位が切に求め
られている。学生の多様化に合わせて、領域やサービスの方法それ自体も多様化してきた学生支援は、学生自身が支援
者にまわるというフェイズへの展開を経て、大学そのもののマネジメントやガバナンスの問題へと発展していった。そ
のことは、肥大化・複雑化しながらもその提供主体やコスト負担の在り方をめぐる公共サービスの問題構造を大学が受
け止めなければならなくなったことを意味している。

研究成果の概要（英文）：What is Student Support? Basic instrument for higher education, educational 
engagement for learning outcomes or making space for human growth of students? Theoretical analysis is 
important. According to diversification of university students, student support fields and its method of 
service have been diversified. But when students become supporter to other student, new phase which 
includes university governance and management had come. It means that university has to receive the 
critical problems of massive and complicated public services. Who supply their services, and pay the cost 
are the difficult puzzle to solve.

研究分野： 高等教育論

キーワード： 学生支援　ピアサポート　ガバナンス
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１．研究開始当初の背景 
 

来るべき知識基盤社会における大学は「学
習者中心の大学」でなければならないとされ、
学生支援に対する関心は急速に高まりつつ

ある。しかしながら、学生支援が本格的な研
究課題として取り上げられることは今まで
なく、実践例の紹介と学術的観点からの分析

的知見が未分化の状態にある。本研究は、学
生支援に関わる現下の閉塞状況を打破する
ための研究的方略として、①多領域から構成

される学生支援の構造と全体像を明らかに
する、②近年の大学教育改革の文脈の中で学
生支援の位置づけを明らかにする、の２点に

設定し、国内実態調査を踏まえてその課題を
達成しようとするものである。今日、学生支
援への関心や関連する知見へのニーズは驚

くほど急速に高まりつつある。にもかかわら
ず、学生支援の構造と全体像は未だ描かれて
いない。学生支援は、学生相談、キャリア支

援、ピア・サポート等、実に多様な領域から
構成されており、担当者の専門性やバックグ
ラウンドも多様である。一方、今日の学生が

抱える問題はますます複雑化し複数領域を
跨ぐようになってきているし、ピア・サポー
トのように学生相談や学習支援などとジョ

イントしている取り組みも見られる。学生支
援は各個別領域の集積にすぎないのか、全体
としての構造と機能を定位できるのかが問

われている。また、大学教育改革の中で学生
支援の位置づけが明確ではない。学生支援の
目的が、学生が学習者として十全に活動する

ことができるようにサポートすることにあ
るとするなら、「学習者中心の大学」をめざ
す近年の大学教育改革の中での学生支援の

位置づけが明確になされなければならない。
周知のように「学士力」は認知的領域だけで
はなく「汎用的技能」や「態度・志向性」を

もその射程に含めている。一方、学生支援も
学生の人間的成長をその成果として掲げて
おり、両者の射程は重複・混線している。「学

士力」は正課カリキュラム、学生支援は正課
外という理解もあるが、もとより、制度上の
「棲み分け」によって、高等教育の成果の説

明スキームが満たされるわけではなく、学術
的観点からの理論的整理が求められている
のである。 

 
２．研究の目的 
 

学生支援についての一般的通念は、学生相
談、学習支援、キャリア支援、障害学生支援、
経済支援等、非常に幅広い分野から成り立っ

ており、それぞれに専門家集団や専門的知見
の体系さらには対応する学協会が形成され
ているというものである。本研究の斬新さは、

さながら問題解決のための小アカデミアの

セットが分立している、学生支援の現状を越
えて新しい全体像を展望し、そのための理論

的・方法的基盤を構築しようとするところに
ある。現代の学術的研究は、個別の学界や当
該研究分野の基本的問題認識と方法論の共

有を基礎としているが、そのような学問的通
例による桎梏から抜け出し、多領域にまたが
る問題群に対応した、問題解決のための認識

枠組と方法の再構成をめざしているのであ
る。学生の現状に即して言えば、現代の学生
支援においては、「学生生活において生じる

諸問題は多様化し、またそれらが絡み合って
より複雑なものとなっている。また困難に直
面しても周囲に支援を求めることができず

に学生本人が抱え込んでしまうケースの増
加など困難な事例の増加も指摘されている。」
（独立行政法人日本学生支援機構の在り方

に関する有識者検討会報告書、平成 24 年 9
月 12 日）とされるような状況があり、それ
ゆえ、個別の課題毎への対応というアプロー

チにもはや限界が生じつつあるとの認識に
立ち、例えば学生生活全体を、学生の一つの
成長過程として捉えたり、学生による学生支

援のアプローチなど、新たな視点からの統合
的な学生支援の在り方を模索することが本
研究の基本的な姿勢である。 

高等教育システム全体が根本的な転換期
にある今、質保証や学習成果といった文脈か
ら、学生支援をどのように考えるのかが問わ

れているのである。加えて、民主党政権時に
は、「新しい公共」概念が打ち出されたが、
大学は、学生を構成員とする人材育成の「場」

であるというその考え方は、能力の獲得とい
う、目標管理型の学士課程教育の構築ストー
リーとは別次元の発想ともいえる。 

学生支援は、大学教育の基盤を支える手段
的なものなのか、学習成果を展望できる目的
的な教育的関与なのか、はたまた、個別の能

力に還元できない人間的成長を促す｢場｣の
実現なのか、あるいは、これらの複合的なも
のであるならその相貌はどのようなものに

なるのか。学習成果と質保証が求められる大
学教育改革の文脈の中でのファンダメンタ
ルな考究と理論的定位が切に求められてい

るのである。 
 
３．研究の方法 

 
（１）研究視点の広がり 
学生支援についての、先行研究の分析や理

論的検討を進める中で、学生支援に係る研究
の現状が、個別ディシプリンの応用とその総
和という一般的思念から以下に展開してい

くのか、大学と社会との関係性の変容という
大状況を踏まえた視点も取り入れながら、学
生支援の位置づけを行なっていくべきとの

認識が生じ、そのことについての検討を進め



た。 
その過程で、学生支援を含めた大学教育改

革をめぐる状況変化のスピードは加速度的
に速さを増しており、本研究の課題設定時の
ままの問題意識だけでは不十分な点が出て

きていた。例えば与党の教育改革実行本部
提言から、キャリア教育やインターンシップ
の強化が打ち出され、学生支援領域において

もキャリア支援の比重が増している。また、
中小私立大学の学生募集に係る経営問題の
深刻さも増しており、それらの大学群は経営

的な動機から学生支援を強化・充実させてい
る。そういった状況下での、学生支援の全体
像を考える場合、単に多領域から構成される

学生支援を、諸ディシプリンを越えて統合的
に捉えるといった視点だけでは不十分であ
り、大学全体の教育システムや経営戦略から

の観点が求められるようになってきており、
研究枠組の再構成が必要と考えられた
上記のような観点から、本研究においては、

文献等の検討と分析、考察による理論的検討
と質問紙調査を併用することとした。
 

（２）ピア・サポート調査
① 調査の目的
従来は経済支援や生活支援等、学生の修学

上の基盤を整備する機能が中心であった学
生支援が、近年は、
す役割を担いうるものとして捉えられつつ

ある。 なかでも、
が拡大したのは、ピア・サポート、ピア・エ
デュケーション、ピア・カウンセリングなど、

学生が支援者として
組み（以下、「ピア・サポート」とす
あり、本調査

援機構が
ピア・サポートに取り組んでいる四年制大学
は 36.4%

機関）のうち
回答している（日本学生支援機構
石ら（2007

ると、ピア・サポートに関する研究の多くは、
支援を受ける学生や支援を行う学生スタッ
フの成長や発達に焦点化されてきた。しかし、

ピア・サポートは支援を受ける学生と学生ス
タッフの二者間に完結するものではなく、担
当組織の教職員などの環境的要因を前提と

して成立する営みである。例えば、橋場・小
貫（2014
過程において担当組織の教職員との関係性

を強く意識していることを明らかにしてい
る。それゆえ、取り組みを担当する組織の編
成、学生スタッフの選考や研修といった運営

方法など、組
行う必要がある。以上を踏まえ、本調査
ピア・サポートの現状と課題について、組織

運営的側面に着目しつつ明らかにすること

その過程で、学生支援を含めた大学教育改

革をめぐる状況変化のスピードは加速度的
に速さを増しており、本研究の課題設定時の
ままの問題意識だけでは不十分な点が出て
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る。そういった状況下での、学生支援の全体
像を考える場合、単に多領域から構成される

学生支援を、諸ディシプリンを越えて統合的
に捉えるといった視点だけでは不十分であ
り、大学全体の教育システムや経営戦略から

の観点が求められるようになってきており、
研究枠組の再構成が必要と考えられた
上記のような観点から、本研究においては、

文献等の検討と分析、考察による理論的検討
と質問紙調査を併用することとした。
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従来は経済支援や生活支援等、学生の修学
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生支援が、近年は、より教育的な機能を果た
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なかでも、2000
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して成立する営みである。例えば、橋場・小
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過程において担当組織の教職員との関係性

を強く意識していることを明らかにしてい
る。それゆえ、取り組みを担当する組織の編
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る。そういった状況下での、学生支援の全体
像を考える場合、単に多領域から構成される

学生支援を、諸ディシプリンを越えて統合的

り、大学全体の教育システムや経営戦略から

の観点が求められるようになってきており、

上記のような観点から、本研究においては、

文献等の検討と分析、考察による理論的検討

従来は経済支援や生活支援等、学生の修学

上の基盤を整備する機能が中心であった学
より教育的な機能を果た

す役割を担いうるものとして捉えられつつ

年代以降に取り組み
が拡大したのは、ピア・サポート、ピア・エ
デュケーション、ピア・カウンセリングなど、

に携わる取り
る）で

。日本学生支

年に実施した調査によれば、
ピア・サポートに取り組んでいる四年制大学

709

％が「今後実施したい」と
大

）による先行研究の整理を踏まえ

ると、ピア・サポートに関する研究の多くは、
支援を受ける学生や支援を行う学生スタッ
フの成長や発達に焦点化されてきた。しかし、

ピア・サポートは支援を受ける学生と学生ス
タッフの二者間に完結するものではなく、担
当組織の教職員などの環境的要因を前提と

して成立する営みである。例えば、橋場・小
）は、学生スタッフが支援に携わる

過程において担当組織の教職員との関係性

を強く意識していることを明らかにしてい
る。それゆえ、取り組みを担当する組織の編
成、学生スタッフの選考や研修といった運営

織運営的側面についても検討を
は、

ピア・サポートの現状と課題について、組織

運営的側面に着目しつつ明らかにすること

を目的とする。具体的には、全国の四年制大
学を対象とし

たデータに基づいて検討を行うこととした
② 調査の方法
質問紙調査は、全国の四年制大学を対象とし

て、2014 年
施した。調査票は、学生支援を統括する責任
者を対象とした「部署長等調査」と、ピア・

サポートの取り組みを実質的に担当してい
る教職員を対象とした「担当者調査」の
類を送付した。部署長等調査は、各大学の代

表者 1 名が回答するものであり、全体で
機関（回答率：
調査内容は、各大学の基本情報（設置者や規

模等）に加え、取り組みの有無、取り組みの
数やピア・サポートに期待することなどであ
る。 担当者調査は、各大学で実施されてい

る取り組み毎に担当者名が回答するもので
あり、全体で
回答があった。調査内容は、回答者の基本属

性（職種や在職期間など）に加え、取り組み
を担当する組織の編成、支援領域、
法（選考や研修）、成果と課題などである。

③ 調査の結果
まず、部署長等調査の結果によれば回答した
284 機関のうち、ピア・サポートに取り組ん

でいると回答したのは
り組んでいないと回答したのは
（52.1%）であった。

づき、ピア・サポートによって実際に達成で
きたと考える成果についてまとめたものが、
図 2である。

の効果的支援」や「学生スタッフの成長」に
ついては、9
いることが看取できる。また、「人

減」や「人員不足の補完」という項目以外の
成果については、全体として肯定的な回答が
半数を超えていることも分かる。なお、学生

スタッフに対する評価、プログラム全体に対
する評価を実施している取り組みは、いずれ
も 50％程度であっ

 

 

④ 考察 
以上を踏まえれば、ピア・サポートには
の取り組みに対して様々な期待が寄せられ

ていること、並びに、取り組みを通じて様々

を目的とする。具体的には、全国の四年制大
学を対象とした質問紙調査によって得られ

たデータに基づいて検討を行うこととした
調査の方法  

質問紙調査は、全国の四年制大学を対象とし

年 11 月から 2015
施した。調査票は、学生支援を統括する責任
者を対象とした「部署長等調査」と、ピア・

サポートの取り組みを実質的に担当してい
対象とした「担当者調査」の

類を送付した。部署長等調査は、各大学の代

名が回答するものであり、全体で
機関（回答率：37.5%）からの回答があった。
調査内容は、各大学の基本情報（設置者や規

模等）に加え、取り組みの有無、取り組みの
数やピア・サポートに期待することなどであ

担当者調査は、各大学で実施されてい

る取り組み毎に担当者名が回答するもので
あり、全体で 256 プログラム（
回答があった。調査内容は、回答者の基本属

性（職種や在職期間など）に加え、取り組み
を担当する組織の編成、支援領域、
法（選考や研修）、成果と課題などである。

調査の結果  
まず、部署長等調査の結果によれば回答した

機関のうち、ピア・サポートに取り組ん

でいると回答したのは 136
り組んでいないと回答したのは

）であった。 次に、担当者調査に基

づき、ピア・サポートによって実際に達成で
きたと考える成果についてまとめたものが、

である。 図 2によれば、「学生ならでは

の効果的支援」や「学生スタッフの成長」に
9 割近い担当者が成果を実感して

いることが看取できる。また、「人

減」や「人員不足の補完」という項目以外の
成果については、全体として肯定的な回答が
半数を超えていることも分かる。なお、学生

スタッフに対する評価、プログラム全体に対
する評価を実施している取り組みは、いずれ

％程度であった。 

以上を踏まえれば、ピア・サポートには
の取り組みに対して様々な期待が寄せられ

ていること、並びに、取り組みを通じて様々

を目的とする。具体的には、全国の四年制大
た質問紙調査によって得られ

たデータに基づいて検討を行うこととした

質問紙調査は、全国の四年制大学を対象とし

2015 年 2月にかけて実
施した。調査票は、学生支援を統括する責任
者を対象とした「部署長等調査」と、ピア・

サポートの取り組みを実質的に担当してい
対象とした「担当者調査」の

類を送付した。部署長等調査は、各大学の代

名が回答するものであり、全体で
）からの回答があった。

調査内容は、各大学の基本情報（設置者や規

模等）に加え、取り組みの有無、取り組みの
数やピア・サポートに期待することなどであ

担当者調査は、各大学で実施されてい

る取り組み毎に担当者名が回答するもので
プログラム（147

回答があった。調査内容は、回答者の基本属

性（職種や在職期間など）に加え、取り組み
を担当する組織の編成、支援領域、
法（選考や研修）、成果と課題などである。

まず、部署長等調査の結果によれば回答した
機関のうち、ピア・サポートに取り組ん

136 機関（47.9%
り組んでいないと回答したのは 148

次に、担当者調査に基

づき、ピア・サポートによって実際に達成で
きたと考える成果についてまとめたものが、

によれば、「学生ならでは

の効果的支援」や「学生スタッフの成長」に
割近い担当者が成果を実感して

いることが看取できる。また、「人件費の削

減」や「人員不足の補完」という項目以外の
成果については、全体として肯定的な回答が
半数を超えていることも分かる。なお、学生

スタッフに対する評価、プログラム全体に対
する評価を実施している取り組みは、いずれ

 

以上を踏まえれば、ピア・サポートには
の取り組みに対して様々な期待が寄せられ

ていること、並びに、取り組みを通じて様々

を目的とする。具体的には、全国の四年制大
た質問紙調査によって得られ

たデータに基づいて検討を行うこととした。  

質問紙調査は、全国の四年制大学を対象とし

月にかけて実
施した。調査票は、学生支援を統括する責任
者を対象とした「部署長等調査」と、ピア・

サポートの取り組みを実質的に担当してい
対象とした「担当者調査」の 2種

類を送付した。部署長等調査は、各大学の代

名が回答するものであり、全体で 284
）からの回答があった。

調査内容は、各大学の基本情報（設置者や規

模等）に加え、取り組みの有無、取り組みの
数やピア・サポートに期待することなどであ

担当者調査は、各大学で実施されてい

る取り組み毎に担当者名が回答するもので
147 機関）の

回答があった。調査内容は、回答者の基本属

性（職種や在職期間など）に加え、取り組み
を担当する組織の編成、支援領域、運営の方
法（選考や研修）、成果と課題などである。 

まず、部署長等調査の結果によれば回答した
機関のうち、ピア・サポートに取り組ん

47.9%）、取
148 機関

次に、担当者調査に基

づき、ピア・サポートによって実際に達成で
きたと考える成果についてまとめたものが、

によれば、「学生ならでは

の効果的支援」や「学生スタッフの成長」に
割近い担当者が成果を実感して

件費の削

減」や「人員不足の補完」という項目以外の
成果については、全体として肯定的な回答が
半数を超えていることも分かる。なお、学生

スタッフに対する評価、プログラム全体に対
する評価を実施している取り組みは、いずれ

以上を踏まえれば、ピア・サポートには 1つ
の取り組みに対して様々な期待が寄せられ

ていること、並びに、取り組みを通じて様々

 

 



な成果が出ていると担当者は認識している
ことなどが看取される。他方で、学生スタッ

フや取り組み全体の評価を行っていない取
り組みが少なからず存在することも明らか
となった。すなわち、成果に対する裏づけが、

必ずしも存在しているわけではない。ピア・
サポートが日本の大学において取り組みと
して根付いていくためには、それぞれの取り

組みにおいて成果を検証していくプロセス
が必要になっていくものと考えられる。  
 

４． 研究の成果 
 
(1) 支援者としての学生 

ピア・サポートのような、学生が支援者とし
ての役割を担う学生支援（学生による学生支
援）については、公的ガバナンスの視角から

考察すると、その意義や課題が明らかになる。 
日本の大学における学生支援は、大学設置

基準第 42 条の規定に基づき、「厚生補導を行

うため」の「専任の職員を置く適当な組織」
によって提供されてきた。すなわち、構成員
である学生に生活上、又は、修学上必要とさ

れる諸支援を提供することは、第一義的に大
学の責務であると認識されてきた。他方で、
前述の動向とは性質を異にする取り組みと

して、学生による学生支援が挙げられる。学
生による学生支援は、近年、拡大を遂げてい
る取り組みであるが（日本学生支援機構 

2014）、従来は支援を享受する立場にあった
学生自身が、支援の供給者という異なる役割
を担うに至った状況として捉えることがで

きる。 
このような動向に対して示唆をもたらす

ものと考えられるのは、「ガバメントからガ

バナンスへ」といった表現によって象徴され
る公的ガバナンスのあり方とそれを巡る議
論の変容である。行政学や政治学などを中心

に蓄積されてきた公的ガバナンスに関する
諸研究における議論を踏まえつつ、学生によ
る学生支援の意義と課題についての検討が

求められているのである。 
(2) 公的ガバナンスと学生による学生支援 
ガバナンスという概念が登場した背景と

しては、1970 年代後半から 80 年代にかけて
民主主義諸国において共通してみられた現
象が挙げられる。それは、政治的な側面にお

ける政府の統治能力の危機と、低成長経済期
に直面した福祉国家が迫られた小さな政府
への方針転換である（岩崎 2011）。このよう

な状況下で、国家をどのように維持管理して
いくのかという点が争点となった。その際、
国家中心アプローチと社会中心アプローチ

の 2つの立場から、主に政府の位置づけを巡
る議論が行われた。そして、21 世紀初頭型の
公的ガバナンス論はそうした議論から脱却

し、政府活動の必要性を前提としつつも、他

の様々な主体との関係のなかで、その統治機
能を全体として把握することが課題とされ

ている。また、中邨（2004）は、政府部門が
拡大しない反面、国民の行政需要は引き続き
増加することが予想され、その結果として、

公共サービスの需要と供給の間に格差が生
じていくことを指摘しつつ、そうした格差を
埋める新たな仕組みの構築こそがガバナン

スであるとしている。 
翻って、近年の日本の大学における学生支

援の状況を概観すれば、以下の 2つの状況が

看取できる。第一に、支援に対する需要の高
まりと大学の責務の強調が挙げられる。大学
の量的拡大に伴う多様な学生の進学や、基礎

的・汎用的能力の育成等も含めた大学教育の
役割の広がりに伴い、支援に対する需要は高
まっており、同時に、学生支援を担当する職

員の専門性の向上や能力開発が重要な課題
として議論されているところでもある（橋場 
2016）。他方で、第二に、需要の高まりに対

する大学の支援供給能力のある種の限界が
挙げられる。例えば、支援を提供する組織体
制（スタッフ数など）は、上述の議論とは裏

腹に必ずしも量的に充分でない可能性が指
摘されている（日本学生支援機構 2014）。ま
た、学生による学生支援が展開される狙いと

して、「学生ならでは」の支援が提供できる
ことが挙げられている点は、従来、大学が提
供できる支援が内容的な側面で、学生の需要

を満たしきれていなかった可能性を示唆す
る。 
このように、支援の供給者としての学生は、

これまで大学という一つの社会において、公
共サービスの提供してきた大学（支援組織）
に対して、その量的・質的限界を補完すると

いう役割を担いうる新たな主体としての位
置づけを与えることができる。 
(3) 学生が公的ガバナンスの主体となるため

の条件 
しかしながら、上述のように学生が公共サ

ービスの提供主体としての役割を担うため

には、前提となる条件が想定される。 
例えば、公的ガバナンスの主体としての市

民を「民主的価値観や志向性ないし市民的徳

にくわえて、知識やスキルを十分に備えた存
在」（岩崎 2011）としての能動的市民（アク
ティブ・シティズン）として捉えるのならば、

学生をそうした存在たらしめるためのシテ
ィズンシップ教育が必要となる。学生による
学生支援という取り組みを想定すれば、支援

者となる以前に大学生活を通じて、上述のよ
うな能力を開発する機会が設けるか、もしく
は、支援者としての研修等を実施していく必

要がある。 
ただし、その際の研修のあり様については、

慎重な配慮がなされなければならない。すな

わち、支援の提供は一定の価値判断を含む営



みであり、それゆえに大学と学生との間にお
いてその提供のあり方を巡る葛藤や対立が

起こる。そのような利害の衝突を乗り越える
ためのスキルを身につけなければ、支援者と
しての学生は大学の意向に従うだけの下請

け組織となる可能性がある。 
(4)考察 
以上のように、公的ガバナンスに関する議

論を踏まえれば、学生による学生支援の広が
りは支援に関する大学の役割を否定するも
のではないことが確認できる。むしろ、大学

の支援における限界を認めつつ、様々な主体
との相互補完関係を築くことによりそれら
を克服しようとする動向として意義付ける

ことができる。附言すれば、公共サービスを
担う主体が多様になるということは、「舵取
り役」としての大学の役割はますます重要に

なることを意味する。 
そのように学生による学生支援を意義付

けた場合に、実践レベルにおいては、学生支

援に関する組織の再編が進みつつあるなか
で、支援を供給する主体としての学生をどの
ように位置付けるかという点が課題となる。

さらに、主体としての学生の教育もまた重要
な課題となる。 
他方で、研究レベルにおいては、学生支援

全体の中から学生による学生支援のみを切
り取り、その成果や課題を検証する研究蓄積
が数多くなされてきているが、学生支援全体

を総体として捉え、大学と支援を供給する主
体としての学生の相互補完関係が機能して
いるかどうか、という観点から検討を行って

いくことも必要な視点となる。そうした分析
を行うための枠組みの構築それ自体もまた、
今後の研究課題である。 
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